
＜肝炎治療特別促進事業＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）肝炎治療受給者証（新規・更新）交付申請書（様式１）へ以下の①～④を記載 

①  申請書（表）に申請者のマイナンバー（これまでにマイナンバー提供済みの方は 

「□ 提供済みの個人番号と同じ」欄にチェック） 

  ②  申請書（表）の「情報連携する」欄にチェック 

③  申請書（裏）の「世帯員調査書」に申請者及び住民票上の世帯員のマイナンバー等 

  ④ ③の対象者について申請書（裏）の「地方税関係情報の照会に係る同意署名欄」へ 

の署名（※ 同意する者自らが署名）（１５歳以下は代筆可） 

 

（２）マイナンバー確認書類及び身元確認書類を提示 

※ 世帯員のマイナンバーについては、窓口で番号の確認を行いませんので、記載にあたっ 

てはお間違いのないようにご注意ください。 

  ※ これまでにマイナンバー提供済みの方は提示不要です。 
 

裏面の表で必要な書類を確認のうえ、申請の手続きを行ってください。 

 

マイナンバー制度における情報連携により、申請

書へ個人番号（マイナンバー）等の記載及び「個

人番号（マイナンバー）確認書類の提示」を行う

ことで、一部の添付書類（課税証明書、医療保険

の資格確認書類）の提出が省略可能となります。 

 

マイナンバーを用いて申請時の添付書類の一部（課税証明書、医療保険の

資格情報が確認できる資料）の省略を希望される方は、下記(１)、（２）及び

申請のご案内を確認のうえ、申請をお願いします。 

ただし、情報連携により資格情報等を確認できない場合には、改めて添付

書類の提出が必要となりますのでご注意ください。 

※  マイナンバーの利用については、任意です。 

※ 。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※DV・虐待等の被害を受けて避難されている方については、マイナンバー制度における情 

報連携の実施時に、所在地の特定につながる情報（所在の都道府県名又は市町村名）を秘

匿することが可能ですので、保健所窓口へお申し出ください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


